
こどもの人権ＳＯＳミニレターについて
全国の法務局・地方法務局では、学校におけるいじめや体罰、家庭内での虐待などの問題に
対する活動として、全国の小学校・中学校の児童・生徒に「こどもの人権ＳＯＳミニレター」
（料金受取人払の便箋兼封筒）を配布し、これを通じて教師や保護者にも相談することができ
ないこどもの悩みごとを的確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、こどもをめぐ
る様々な人権問題の解決に当たっています。
「こどもの人権ＳＯＳミニレター」に相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、
便せん部分を入れて、ポストに投函すると、最寄りの法務局に届きます（切手は不要）。法務
局では、人権擁護委員や法務局職員が、希望する連絡方法（手紙・電話）で返信をします。
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